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当
協
会
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
の
検
討
及
び
意
思
決

定
の
よ
り
一
層
の
迅
速
化
を
図
る
た
め
、
２
０
２
２
年
度

よ
り
こ
れ
ま
で
の
総
務
部
会
及
び
技
術
部
会
を
廃
止
し
、

各
種
委
員
会
を
基
盤
と
し
た
フ
ラ
ッ
ト
な
体
制
に
再
構
築

し
ま
し
た
。

　

な
か
で
も
重
要
な
変
更
点
が
、
技
術
系
の
委
員
会
及
び
分

科
会
の
新
し
い
運
営
方
針
で
す
。
こ
れ
か
ら
は
具
体
的
な
検

当
協
会
の
委
員
会
体
制
の
再
構
築
に
つ
い
て

─
─ 
技
術
系
委
員
会
の
運
営
方
法
の
変
更

討
テ
ー
マ
ご
と
に
委
員
会
所
管
と
な
る
「
分
科
会｣

を
設
置

し
、
会
員
の
皆
様
に
幅
広
く
ご
参
加
い
た
だ
き
、
活
動
に
も

実
務
的
に
ご
参
加
い
た
だ
く
方
針
と
い
た
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
協
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
委
員
専
用
の
ス
ト
レ
ー

ジ
を
設
け
、
タ
イ
ム
リ
ー
な
情
報
提
供
を
可
能
に
し
ま
し
た
。

　

次
頁
よ
り
、
技
術
系
の
委
員
会
及
び
分
科
会
の
目
的
、
機

能
等
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

総務委員会

広報委員会

中高層・施設系
建築委員会

技術推進委員会

技術開発委員会

生産推進委員会

構造躯体生産施工
合理化委員会※

総務系委員会

技術系委員会

2022年度  （一社）日本ツーバイフォー建築協会委員会体系図

会報編集分科会

リフォーム・カーボン
ニュートラル分科会

NLT開発分科会

６階建実大
実験棟分科会

建物品質管理分科会

現場管理・安全分科会

労働者・CCUS・
外国人分科会

遮音測定分科会

2022年度  技術系の委員会・分科会運営方法の変更点について

構造・防火
法令対応分科会

※特別委員会
常設 時限設置

　技術部会、部資材委員会、環境委員会、ストッ
ク委員会を統合して設置。技術系の委員会全
体の運営状況の共有、関連情報の共有・発信
等を統括する。
　なお、2022年度初頭はリフォーム・カーボ
ンニュートラル関連の活動を行い、2025年の
省エネ基準義務化、2030年のZEH義務化等に
向けて必要な情報収集、標準的仕様の設定、
会員向け講習会の企画を実施する。

１．技術推進委員会

リフォーム・カーボンニュートラル分科会（常設）

［活動内容］
①省エネ基準適合・ZEH適合に対応したツーバイフォー工法断熱仕様プロ

トプラン作成、講習会の企画等
②産業廃棄物適正処理の普及・啓発、石綿関連に関する対応
③省エネリフォーム基準等の講習会の実施、既存住宅に係るカーボンニュー

トラル対策の検討
④リフォーム掲載情報の充実、ツーバイフォー住宅の建物チェックガイド

の作成、  （一社）リビングアメニティ協会との講習会連携

国土交通省資料「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネル
ギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」より抜粋

（一社）リビングアメニティ
協会の講習会テキスト

「石綿障害予防規則」改正
により、石綿対策が強化

　ツーバイフォー工法に係る新技術の研究開発を行うとともに法令や
制度の周知を図るほか、（一社）住宅生産団体連合会を通じて国土交通省
建築指導課に提出している規制合理化に関する意見を収集し、要望を
とりまとめる。
　ZEH対応のための外壁付加断熱仕様について防火構造・準耐火構造
に対応した標準仕様について検討する。また、住宅性能表示制度・長
期優良住宅制度等の法改正に対応した技術開発を行う。

２．技術開発委員会

NLT開発分科会（時限設置）

［活動内容］
①NLTの開発、マニュアル作成・普及活動、講習会の計画・実施等
②NLTの生産・施工の研究開発、活⽤⽅法の普及

６階建実大実験棟分科会（時限設置）

［活動内容］
①通気層耐久性試験（2022年７月から１年間実施）、

遮音試験（７・８月）
②CLT部分の遮音実験の継続
   （国土技術政策総合研究所対応）
③遮音・耐久性等の成果報告書の作成

ツーバイフォー製材でつくる
構造材「NLT」

NLTを用いた試作棟。勾配
天井に206材と208材をリ
ブ状に組み合わせている

6階建実大実験棟 床遮音性能測定工程

（６階建実大実験棟 試験・研究WG 建築研究所共同研究、2026年まで）

報告

報告

統合

情報共有:住団連・法改正
建築基準整備促進事業等

技術部会

技術開発

変更

分野別6委員会体制

特別委員会

分野別4委員会体制に集約

〇会員企業間の情報交流

課題別分科会を設置

特別委員会

〇技術的課題のヒアリング

〇技術的課題の検討解決

各委員会で個別検討
解決方針決定・分科会設置検討
分科会の進捗管理・成果報告

〇技術的課題の解決のため実務
＿的な活動を行う

〇分科会は必要に応じ開催し成果
＿を委員会に報告して解散とする

設置

個別検討
⇒ 集約
情報共有
⇒ DX化

〇参加委員は広く公募する

生産推進

環境

ストック

部資材

中高層
技術開発

生産推進

中高層

常設
5分科会

時限設置
4分科会

情報共有:住団連・法改正
建築基準整備促進事業等

〇会員企業間の情報交流

〇技術的課題のヒアリング

〇技術的課題の検討

技術推進

委員会運営方法の変更廃止

企
画
委
員
会
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　公共建築物の設計・建設に対する技術的支援策として、公共建築物用特記仕様書・
構造特記仕様書等の改訂を随時行う。官庁営繕部の編集する「公共建築木造工事標準
仕様書」改訂時に変更点や意見を収集して要望として提案する。
　また、大規模建築物の生産・施工合理化に係る研究開発に取り組み、大規模建築物
の構造仕様の標準化を進める。
　（公財）日本住宅・木材技術センターが運営している「中大規模木造建築ポータルサ
イト」に関し情報提供を行い、ツーバイフォー工法による大規模建築物の普及促進を
図る。その他、会員間の実物件の見学会や勉強会等の企画運営を行う。

４．中高層・施設系建築委員会

遮音測定分科会（時限設置） ⇒ 事業完了

［活動内容］
①耐火仕様による界壁３仕様の遮音性能試験を試験機関で

実施した
②耐火の実物件の界壁、床の遮音計測を実施した
③試験機関で実施した①のデータを会員限定で公開した

ツーバイフォー工法によるさまざまな施設系
建築物の普及・拡大に取り組む

　施工現場に関わる委員会として、技能者問題、
建設キャリアアップシステム（CCUS）、外国人労
働者関連、働き方改革等への対応を行う。
　また、労働災害対策の支援・労災集計・安全ポ
スターの制作・頒布、石綿関連法令等に関する対
応や、民法改正及び工事監理ガイドラインの解説
書に対応して現場管理業務を見直し、合理的な管
理業務を検討する。
　設計業務の合理化に関する課題として、今後改
正される壁量基準へ対応するため、当協会監修の
壁量計算ソフト「らくわく」の改修にも取り組む。

３．生産推進委員会

現場管理・安全分科会（常設）

［活動内容］
①労働安全・労働災害対策
②工事監理ガイドライン対応
③現場管理業務の合理化 労災防止をPRする

「労働安全ポスター」

［活動内容］
①建設キャリアアップシステム（CCUS）、特定技能外国人制

度への対応
②現場の働き方改革の課題検討、週休２日対応等

労働災害発⽣状況

技能者の就業実績や資格を登録
し、技能者の公正な評価につなげ
る仕組み

建物品質管理分科会（常設）

［活動内容］
①自主工事検査員（工事監理履行補助者）講習会、耐火構造検

査員等の講習会の企画、各種基準の改定への対応
②構造躯体、くぎ打ち、断熱施工、防水施工等の協会発行の

各種手引書等の改訂
③新設講習会のレビュー、講習会運営の合理化等

「枠組壁工法耐火建築物 設計・施工の手引」（2018）

「枠組壁工法建築物 くぎ打ちの手引」（2021）

耐火仕様の界壁３仕様の遮音性能
確認試験

構造・防火法令対応分科会（時限設置）

［活動内容］（今後公布される法改正による対応を含む）
1. 防火規定関連
①長時間準耐火構造を活用した合理化の研究、追加される90分間耐火構造

等の建築基準法改正への対応
②耐火告示仕様における設計、施工合理化の研究開発
③省エネ法令適合仕様、ZEH仕様の対応、外壁付加断熱仕様の防火構造、

準耐火構造の標準的仕様の整備
2. 構造規定関連
①13ｍ、９ｍ規制の緩和による計算基準の整理手順の逐条解説の検討
②ZEH相当の高性能断熱建物の壁量基準改正による設計者が使用する設計補助

ツール等の整備、改定
③混構造における剛性率適応の緩和について、試設計、対応範囲等の検証を行

い、ガイドラインを定める
④ツーバイフォー工法の４～６階建までの構造計算ルートの緩和（建築基準整

備促進事業S24）による試設計を行うほか、計算方法の解説を検討する
⑤構造法令・告示改正により、協会編集の告示の逐条解説である「枠組壁工法

設計の手引・構造計算指針」の改訂準備を進める

●高さ16m以下の３階建ての建築物の構造計算の合理化
と、これに合わせた建築士の業務区分の見直し

●建築物の重量化に伴う安全性の確保のため、構造安全
性に関する基準の整備

●構造安全性の基準や省エネ基準への適合を、審査プロ
セスを通じて確実に確保するため、建築確認・検査の
対象外の範囲及び審査省略制度の対象の範囲を縮小し、
現行の非木造の対象の範囲に統一化

●構造計算が必要となる木造建築物の面積規模を300㎡
まで引き下げ

●構造設計一級建築士が関与した小規模な伝統的構法の
木造建築物等について、構造計算適合判定資格者が建
築確認審査を行う場合の手続きの合理化　　　　等

●中大規模木造建築物の防火規定の合理化（延べ面積
3000㎡超を含めあらわしでの木造化を可能とする）

●防火上区画した部分への防火規定の適用を除外し、木
造化を可能とする

●防火上分棟的に区画された部分を別の建築物とみなし
て防火規定を適用

●先導的な事業への支援                                          等

■
委
員
会
・
分
科
会
の
運
営
に
つ
い
て

委
員
会

①
年
２
回
程
度
開
催
し
、
委
員
や
会
員
か
ら
の
意
見

聴
取
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
Ｗ
ｅ
ｂ
開
催
を
原
則

と
し
ま
す
。

　

分
科
会
の
設
置
検
討
や
成
果
報
告
等
を
行
い
、
必

要
な
場
合
は
臨
時
開
催
し
ま
す
。

②
情
報
共
有
や
情
報
交
流
に
つ
い
て
は
事
務
局
で
集
約

し
、
協
会
の
委
員
会
専
用
ス
ト
レ
ー
ジ
へ
ア
ッ
プ

ロ
ー
ド
完
了
時
に
委
員
の
方
へ
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

分
科
会

①
活
動
の
進
捗
に
合
わ
せ
て
随
時
開
催
し
、
Ｗ
ｅ
ｂ

開
催
を
原
則
と
し
ま
す
。

②
分
科
会
は
公
募
に
よ
り
、
委
員
を
広
く
募
集
し
ま

す
。
委
員
の
方
に
は
実
務
的
に
開
発
や
検
証
業
務

に
も
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
す
。

②
継
続
的
な
テ
ー
マ
を
扱
う
分
科
会
は
常
設
で
す

が
、
課
題
や
研
究
テ
ー
マ
に
よ
り
都
度
設
置
す
る

分
科
会
は
時
限
設
置
と
し
ま
す
。
時
限
設
置
の
分

科
会
は
、事
業
完
了
時
に
所
管
委
員
会
に
報
告
し
、

解
散
と
し
ま
す
。

国土交通省資料「脱炭素社会の実現に向けた、建築物の省エネ
性能の一層の向上、CO2貯蔵に寄与する建築物における木材の
利用促進及び既存建築ストックの長寿命化の総合的推進に向け
て」より抜粋

分科会への参加についてご案内

　会員会社所属の方で委員としてご
協力いただける方は、希望する分科
会にご参加いただけます。実務的に
研究、開発、検証等にご協力いただ
ける方のご参加をお待ちしています。

○分科会への参加のご相談は下記に
　お問い合わせください。
　（一社）日本ツーバイフォー建築協会
　技術部  gizyutu@2x4assoc.or.jp

冬季夏季

「実務者のための 工事監理ガイドラ
インの手引き」（新日本法規出版）

「特定技能ガイドブック」（出入国在
留管理庁）より抜粋

講習会

労働者・CCUS・外国人分科会（常設）
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